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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
クリップの後側に隣接して配置されたクリップ閉じリングが可撓性シースの先端に着脱自
在に連結されていて、上記クリップが、上記クリップ閉じリング内に引き込まれることに
より閉じた状態に保持されるように構成された内視鏡用クリップ装置において、
　上記クリップ閉じリングが金属線を一定の径で巻いたコイルパイプにより形成されてい
ることを特徴とする内視鏡用クリップ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して使用されて、体内の止血、結紮或い
はマーキング等を行うために用いられる内視鏡用クリップ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡用クリップ装置は一般に、クリップの後側に隣接して配置されたクリップ閉じリン
グが可撓性シースの先端に着脱自在に連結されていて、クリップは、クリップ閉じリング
内に引き込まれることにより開閉したあと閉じた状態に保持されて、クリップ閉じリング
と共に体内に留置されるように構成されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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上述のような内視鏡用クリップ装置においては、クリップとクリップ閉じリングとが直列
に並んで配置された構成になることから、可撓性シースの先端部分の硬質部の長さが非常
に長くなる。
【０００４】
そのため、内視鏡の処置具挿通チャンネルが小さな曲率半径で屈曲された状態では、内視
鏡用クリップ装置の先端部分がそこに引っ掛かって、挿脱不能になったり破損してしまう
場合があった。
【０００５】
そこで本発明は、先端部分の硬質部の長さを短縮することができて、内視鏡の処置具挿通
チャンネルが小さな曲率半径で屈曲していてもスムーズに破損なく通過させることができ
る内視鏡用クリップ装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用クリップ装置は、クリップの後側に隣接し
て配置されたクリップ閉じリングが可撓性シースの先端に着脱自在に連結されていて、ク
リップが、クリップ閉じリング内に引き込まれることにより開閉したあと閉じた状態に保
持されるように構成された内視鏡用クリップ装置において、クリップ閉じリングを屈曲自
在な筒状体によって形成したものである。
【０００７】
なお、クリップ閉じリングが金属線を一定の径で巻いたコイルパイプによって形成されて
いてもよく、或いは弾力性のあるゴム材によって形成されていてもよい。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図２は内視鏡用クリップ装置の全体構成を示しており、クリップ２は、例えばステンレス
鋼線を一定の径で密着巻きしたコイルパイプ状の可撓性のシース１の先端に取り付けられ
ている。
【０００９】
シース１内には、クリップ２に先端が連結された操作ワイヤ３が軸線方向に進退自在に挿
通配置され、シース１の外面には、例えば四フッ化エチレン樹脂チューブ又は超弾性合金
管等からなる可撓性の外套管１０が、軸線方向に進退自在に緩く被嵌されている。
【００１０】
図２においては、クリップ２は基端寄りの部分が外套管１０の先端内に収容されていて、
開いた状態の一対の腕部２ａとその各先端に内方に向かって突出形成された爪状部２ｂと
が見えている。
【００１１】
シース１の基端に連結された操作部２０は、シース１の基端が連結された操作部本体２３
の他端側に指掛け２３ａが取り付けられ、操作ワイヤ３の基端が連結されたスライダー２
２が操作部本体２３に対して軸線方向にスライド自在に取り付けられた構成になっている
。
【００１２】
図３は、内視鏡用クリップ装置の先端部分を拡大して示しており、この図においては、外
力が加わっていない時の自然状態（即ち、一対の腕部２ａが平行な状態）になったクリッ
プ２に、外套管１０の先端部分が被せられた状態になっている。
【００１３】
クリップ２は、例えばバネ用ステンレス鋼板材等の板状部材により形成されていて、自然
状態では平行になる一対の腕部２ａの基端側が、ほぼ３６０°の環状に形成された基端連
結部２ｃにより連結され、各腕部２ａの先端部分から、爪状部２ｂが内方に折れ曲がって
突出形成されている。
【００１４】
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クリップ２は、一枚の板状部材を途中で交差させることなく曲げて形成されており、基端
連結部２ｃと一対の腕部２ａとの境界部２ｔは、板状部材が両外側から各々内向きに突出
した括れた形状に曲げられて、その突出部分の頂部どうしが当接している。
【００１５】
シース１の軸線位置に進退自在に配置された操作ワイヤ３の先端には、クリップ２から後
方に延出するクリップ連結ワイヤ５に対して係脱させることができるクリップ連結フック
４が取り付けられている。
【００１６】
クリップ連結フック４は、後側半部に操作ワイヤ３が半田付け等によって連結固着され、
先側半部の側面部分に凹んで形成された凹部４ａに環状のクリップ連結ワイヤ５を係脱さ
せることができるようになっている。クリップ連結ワイヤ５は、一本のワイヤの両端部分
を結び合わせて環状に形成されている。
【００１７】
シース１の先端に固着された筒状のリング受け部材８の先端寄りの部分には、クリップ２
の基端連結部２ｃを変形させるためのクリップ閉じリング６が係脱自在に嵌め込まれてい
る。
【００１８】
この実施例のクリップ閉じリング６は、ステンレス鋼線を一定の径で密着巻きしたコイル
パイプによって形成されていて、クリップ２の基端連結部２ｃは、クリップ閉じリング６
内に引き込まれることにより押しつぶされて、略正円形から楕円状に変形する。
【００１９】
このように構成された内視鏡用クリップ装置は、図３に示される状態で内視鏡の処置具挿
通チャンネルに通されて、図１に示されるように、処置具挿通チャンネル４０が屈曲して
いる部分等を通過する。
【００２０】
すると、処置具挿通チャンネル４０が屈曲している部分では、それに伴ってクリップ閉じ
リング６が内側のクリップ連結ワイヤ５や外側の外套管１０と共に屈曲する。
【００２１】
このように、内視鏡用クリップ装置の先端部分において、柔軟に曲がらない先端硬質部は
クリップ２部分だけなので、処置具挿通チャンネル４０が相当に小さな曲率半径で屈曲し
ている場合でも引っ掛かりなくスムーズに通過することができる。
【００２２】
内視鏡用クリップ装置の先端部分が内視鏡の処置具挿通チャンネル４０の先端から体内に
突出したら、図４に示されるように、外套管１０を操作部２０側に少し引き寄せてクリッ
プ２を外套管１０の先端から前方に出た状態にし、操作ワイヤ３を操作部２０側に牽引す
る。
【００２３】
すると、クリップ２の基端連結部２ｃがクリップ閉じリング６内に引き込まれて円形から
楕円形状に変形することにより、一対の腕部２ａが開いた状態に変化する。
【００２４】
その状態で、一対の腕部２ａの間にクリッピングの対象である患部１００を位置させ、操
作ワイヤ３を操作部２０側にさらに牽引すると、図５に示されるように、クリップ閉じリ
ング６が先端部分でクリップ２の一対の腕部２ａを背側から押し、それによって一対の腕
部２ａが平行に閉じた状態になり、爪状部２ｂが患部１００の粘膜に突き刺さる状態にな
る。
【００２５】
そこで、操作ワイヤ３を先側に少し押し出しながらシース１を手元側に引き戻すことによ
りクリップ連結ワイヤ５とクリップ連結フック４との係合が緩むので、シース１の先端部
分を左右に適当に動かせば、図６に示されるように、クリップ２が、クリップ閉じリング
６により閉じられて患部１００の粘膜に食い付いた状態でシース１から離脱し、留置され
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【００２６】
　図７は、本発明の参考例であり、クリップ閉じリング６として弾力性のあるゴム材料か
らなる筒状体等を用いたものである。
【００２７】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、クリップ２の腕部２ａの数は３
本或いはそれ以上であっても差し支えなく、操作ワイヤ３とクリップ２とをワイヤ以外の
部材で連結したものであっても差し支えない。
【００２８】
【発明の効果】
本発明の内視鏡用クリップ装置によれば、クリップの後側に隣接して可撓性シースの先端
に着脱自在に連結されたクリップ閉じリングを屈曲自在な筒状体によって形成したことに
より、先端部分の硬質部の長さを短縮して、内視鏡の処置具挿通チャンネルが小さな曲率
半径で屈曲している場合でもスムーズに破損なく通過させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分が内視鏡の処置具挿通
チャンネルを通過する状態の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡用クリップ装置の全体構成を示す外観図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の側面断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップの開閉動作における開
状態を示す側面断面図である。
【図５】本発明の第１の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップの開閉動作における閉
状態を示す側面断面図である。
【図６】本発明の第１の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップの留置状態を示す側面
断面図である。
【図７】　本発明の参考例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の側面断面図である。
【符号の説明】
１　シース
２　クリップ
２ａ　腕部
３　操作ワイヤ
４　クリップ連結フック
５　クリップ連結ワイヤ
６　クリップ閉じリング
１０　外套管
２０　操作部
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